
 

仕　様　書 

 
１　品名及び規格等 

 
２　条件 
　⑴　コピー用紙の規格のうち「環境に配慮した製品」とは、グリーン購入法の判断基準

において、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、

その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合

及び白色度を所定の算定式により総合的に評価した総合評価値が８０以上であるこ

と。 
　⑵　コピー用紙の白色度は８０％程度とする。 
　⑶　発注は各学校から受注者へ電話にて行うものとする。納品時、各学校の担当者から

納品日を記載した受取書に押印させ、請求時に会計課へ提出すること。受取書の様式

は任意とする。 
⑷　用紙収納用のダンボール箱は、納入後持ち帰ること。 
⑸　購入予定数量と実績に差が生じても契約単価の変更は行わない。 

 
３　納品期間　 
　　締結日の翌日から令和８年９月３０日までの間、発注に応じ随時納品することとし、

納品期限は発注を受けた日から、２営業日以内とする。 
 
 
 
 
 
 

 品　名 規　　　　　格 購入予定数量 納品単位

 コピー用紙 日本産業規格Ａ列４　55kg～60kg 

環境に配慮した製品

500枚×1,700〆 10〆

 コピー用紙 日本産業規格Ａ列３　55kg～60kg 

環境に配慮した製品

500 枚×400〆 3〆

 カラーペー

パー

日本産業規格Ａ列４　55kg～60kg 

5 色以上（ブルー、グリーン、ピンク、

オレンジ、イエロー）

500枚×30〆 1〆

 カラーペー

パー

日本産業規格Ａ列３　55kg～60kg 

5 色以上（ブルー、グリーン、ピンク、

オレンジ、イエロー）

500枚×10〆 1〆



 
 
 
４　納入場所　　 

※竹原市立賀茂川中学校は令和７年９月１日より竹原市東野町914番地（竹原市立東

野小学校併設）に移転。 
 

５　支払方法 
　　１か月ごと後払いとする。 
　　請求書には、各学校で押印を受けた受取書を添付すること。

 　竹原市立竹原小学校（竹原市田ノ浦二丁目５番１号）

 　竹原市立中通小学校（竹原市下野町3469 番地）

 　竹原市立東野小学校（竹原市東野町914番地）

 　竹原市立荘野小学校（竹原市西野町2025 番地）

 　竹原市立仁賀小学校（竹原市仁賀町1280 番地）

 　竹原市立竹原西小学校（竹原市竹原町2440 番地）

 　竹原市立竹原中学校（竹原市下野町2330 番地）

 　竹原市立賀茂川中学校（竹原市東野町914番地）※

 　竹原市立吉名学園（竹原市吉名町2671 番地）

 　竹原市立忠海学園（竹原市忠海東町三丁目９番１号）


